
静岡県肝炎医療対策委員会設置要綱

（目的）

第１条 静岡県におけるウイルス性肝炎等の患者に対する良質かつ適切な医療

の提供を行うために、静岡県肝炎医療対策委員会を設置する。

（協議事項）

第２条 委員会では、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 肝炎対策の計画に関すること

(2) 肝疾患診療連携拠点病院に関すること

(3) その他必要な事項

（委員長及び委員）

第３条 委員会に、委員長及び委員を置く。

２ 委員は感染症対策担当部長が委嘱する。

３ 委員長は委員の互選により決定し、副委員長は委員長が指名する。

４ 委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

５ 委員会の構成は、別表のとおりとする。

（委員会）

第４条 委員会は、委員長が招集し、委員会の議長となる。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めること

ができる。

（庶務）

第５条 委員会の庶務は、健康福祉部感染症対策局感染症対策課において処理

する。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。

附 則

この要綱は、平成 19 年４月２日から施行する。

附 則

この改正は、平成 20 年９月 17 日から施行する。

附 則

この改正は、平成 22 年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年４月１日から施行する。



静岡県肝炎医療対策委員会 委員構成

区 分 機関等

静岡県肝疾患診療連携拠点病院 順天堂大学医学部附属静岡病院代表

浜松医科大学医学部附属病院代表

医療関係団体 静岡県医師会代表

静岡県病院協会代表

患者団体 伊豆肝友会代表

浜松かんゆう会代表

行政 静岡市代表

浜松市代表

静岡県保健所代表

別表



静岡県肝炎医療対策委員会 委員名簿

任期：令和４年４月１日～令和６年３月 31 日

（五十音順）

オブザーバー：薬害肝炎全国原告団 泉 祐子
いずみ ゆう こ

氏 名 所 属 役職名 備考

岩間 真人
いわ ま まさ と

静岡県保健所長会 中部保健所長 行政

川田 一仁
かわ た かずひと

浜松医科大学医学部附属病院 肝臓内科診療科長

医療関係

（静岡県肝疾患診療連携

拠点病院）

玄田 拓哉
げん だ たく や

順天堂大学医学部附属静岡病院 消化器内科教授

医療関係

（静岡県肝疾患診療連携

拠点病院）

鈴木 昌八
すず き しょうはち

（公社）静岡県病院協会 副会長 医療関係（病院協会）

田中 一成
た なか かずなり

静岡市 静岡市保健所長 行政

西原 信彦
にしはら のぶひこ

浜松市 浜松市保健所長 行政

橋本 和昭
はしもと かずあき

浜松かんゆう会 会長 患者団体

福地 康紀
ふく ち やすのり

（一社）静岡県医師会 副会長 医療関係（医師会）

古瀬 秀樹
ふる せ ひで き

伊豆肝友会 会長 患者団体


